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第１章　総　　　則

（目　　的）
第１条　　この規程は、東ソー日向株式会社（以下「東ソー日向」という。）における設備管理の基本事項を
定め、安全かつ円滑な設備管理業務を行うことを目的とする。

（適用範囲）
第２条　　この規程は、東ソー日向における製造（物流関連設備、パイロット含む）、研究、厚生等の設備管
理に適用する。

（用語の定義）
第３条　この規程で使用する用語は、次の通りとする。
1.　設備管理とは、設備の取得から廃棄まで、設備の機能と安全を維持するための総括管理をいう。
　　　　　 2.　工事とは、設備管理が行う設備管理に係わる工事、保全作業、検査及び機器調達等をいう。

（組　　織）
第４条　　設備管理を行う主部門は工務課とする。ただし、新増設及び大規模計画工事を実施する場合は、別に組織を編成することも出来る。

（業務内容）
第５条①　工務課の業務内容は、別に定める全社社規｢業務分掌規程｣による。
②　設備管理業務の一部を別会社へ委託することも出来る。

（関係基準書類）
第６条①　工務課は、設備管理業務の実効を上げるために、下記のような必要な基準書類を定め補完する。
　　　　　1.　プラント設計基準
　　　　　2.　機械設備保全基準
　　　　　3.　電計設備保全基準
　　　　　4.　機械設備工事基準
　　　　　5.　電計設備工事基準
　　　　　6.　工務課管理基準
　　　　　7.　工務課教育基準
　　　　　8.　他付帯基準
　　　②　関係諸法令内容、関係官庁の指導内容は、設備管理に関する基準書類より優先する。


第２章　設備管理業務
[bookmark: _GoBack]
（設備投資計画）
第７条①　工務課は、設備の新増設や改造等において、計画部門と協議し、投資目的に最適な計画立案を行い、実施する。
　　　②　設備投資計画の立案及び実施にあたり、次の事項を総合的に検討する。
　　　　　1.　設備の該当法規に関すること。
　　　　　2.　設備の性能に関すること。
　　　　　3.　設備の環境、保安に関すること。
　　　　　4.　設備の寿命、保全に関すること。
　　　　　5.　投資予算に関すること。
　　　　　6.　施工工期、機器納期に関すること。
　　　　　7.　完成検査に関すること。
　　　　　8.　その他必要事項
　　　　
（設備保全計画）
第８条①　工務課は、設備の機能と安全の維持と設備の効率的運用を行うために、関係部門と協議の上、日常
        保全作業及び休転修理作業等の保全計画を立案し、実施する。
　　　②　設備保全計画の立案及び実施にあたり、次の事項を総合的に検討する。
　　　　　1.　設備の該当法規に関すること。
          2.　工事内容と範囲に関すること。
　　　　　3.　工事の方法に関すること。
　　　　　4.　工事の環境、保安に関すること。
　　　　　5.　保全予算に関すること。
　　　　　6.　工期、納期に関すること。
　　　　　7.　定期検査に関すること。
　　　　　8.　その他必要事項
　　
（予算立案）
第９条①　投資計画（設備の新増設や改造等）に係る予算立案は、投資効果が最大限に上げられるように検討、
立案を行う。
　　　②　特別工事及び保全要求一般工事の予算立案は、保全業務の適正化を図り、プラントの安全安定運転、
事業収益及び製品品質の維持向上を寄与するよう検討立案を行う。
　　　③　投資計画や一定規模以上の保全工事（定期交換等は除く）は、その仕様を明確にし、原則、複数社から見積を採り、最適な予算化を図る。
　
（工事の実施）
第 10 条　工務課は、工事を実施するにあたり、円滑かつ適正に実施するために、次の事項を検討する。
          1.　工事内容及び施工方法に関すること。
          2.　工事管理体制に関すること。
          3.　工事の実施における環境、保安、安全に関すること。
          4.　工事の品質、検査に関すること。
 5.　調達機器の納期に関すること。
          6.　工事工程に関すること。
          7.　その他必要事項

（安全管理）
第 11 条　　工務課は、工事の計画及び実施を行う場合、法令及びその他要求事項並びに関係基準類を遵守し、
          事故、災害、公害等の防止に努める。

（協力会社管理）
第 12 条　　工務課は、協力会社に工事を依頼する場合、その責務と作業範囲を明確にし、工事の安全確保と円滑な業務の遂行を図る。また工務課は品質管理室及び製造課と協力して協力会社を監督指導する。

（設備の検査）
第 13 条①　工務課は、保全計画に基づいて必要な検査を行い、検査結果を分析、評価する。
　　 　 ②　法令等で実施を義務付けられている検査は、品質管理室と調整を行い、適切な方法により実施する。（品質管理室実施分を除く。）

（検　　収）
第 14 条①　工務課は、工事が完了した時点で、仕様書で要求する仕様、あるいは運転に支障が無いこと等を確認するために、関係部門の立会いのもとに完成検査を実施する。
        ②　前項の完成検査により、仕様や性能に問題がないことを確認したとき、工務課は速やかに工事の検収を行う。　

（結果の報告）
第 15 条①　工務課は、設備管理に関する予算と実績及び工事や検査の結果等について、必要時に関係部門に対して、報告を実施する。
②　工務課は、設備管理に起因して生じた重大故障や事故について、その原因を究明するとともに、対策を検討、立案し、関係部門に報告する。

（記録の作成）
第 16 条①　工務課は、実施した工事や検査に関して、その記録を作成し保管する。
　　　  ②　前項の記録は、今後の設備管理業務へ反映、有効活用を行う。

（予備品の管理）
第 17 条①　工務課は、保全用予備品の管理を行う。
　 　 　②　予備品は、必要最小限を常備し、定期的に在庫調査を行い、適正数量の確保を図る。

（関係部門との連携）
第 18 条　　工務課、製造課及び品質管理室は、適宜協力して、設備管理に起因する事故や故障の抑制・防止に努める。


第３章　教育訓練

（教育訓練）
第 19 条①　工務課は、設備管理に関する専門知識の修得及び技術の向上を図るために、別に定める教育基準に従って、教育訓練を実施する。また、必要に応じて、講習会や技術交流会に参加する。
　　　   ②　工務課は、関係課、室、協力会社に対して、必要に応じて、設備管理に関する教育訓練を実施す
る。


第４章　雑　　　則

（規程の管理）
第 20 条　この規程の管理は、製造部工務課長が行う。


付　　　則
　
①　この規程は、１９９０年１０月　１日から施行する。
②　２０１５年　９月　１日　社規全般見直しによる全面改訂
－4－

